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公益財団法人海外子女教育振興財団における「いじめ相談窓口」の設置について 

 

【ポイント】 

●海外子女教育振興財団（海外に在留する邦人の子女及び本邦に帰国した邦人の子女へ

の教育振興を目的とする公益財団法人）においては，従来から，海外子女教育専門の教

育相談員による教育相談を実施してきたところですが，この度，「いじめ」に関する相

談についても，窓口を設けて対応することとなりました。 

 

【本文】 

１ 平成２５年にいじめ防止対策推進法が施行されたことに伴い，日本国内の学校にお

いては，各学校に対して，いじめ防止に関する措置等が求められているところですが，

在外教育施設に対しても本法律等が周知されたことを受け，海外子女教育振興財団（海

外に在留する邦人の子女及び本邦に帰国した邦人の子女への教育振興を目的とする公益

財団法人）においては，従来から実施していた海外子女教育専門の教育相談員による教

育相談の中で，「いじめ」に関する相談についても，窓口を設けて対応することとなり

ました。 

 

２ 「いじめ相談窓口」の連絡先等については以下のとおりです。 

（１）公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 教育相談事業チーム 

（２）電話番号：＋８１－３－４３３０－１３５２ 

   ※受付時間：月～金曜日 １０：００～１６：００（日本時間） 

（３）Ｅメール：sodanjigyo@joes.or.jp 

   ※受付時間：随時 

 

【参考：公益財団法人海外子女教育振興財団とは】 

 海外に勤務する邦人の子女及び海外勤務を終了し本邦に帰国した邦人の子女の教育の

振興を図るため，必要な教育・研修，支援，助言・情報提供・調査等に関する事業を行

い，海外勤務生活の安定に寄与し，もって我が国の海外における発展と国際交流の推進

に資することを目的として，昭和４６年に設立。 

http://www.joes.or.jp/cms/joes/pdf/kaiin/jigyo.pdf 

 

【当館連絡先】 

○在ロサンゼルス総領事館 

住所：350 South Grand Avenue, Suite 1700, Los Angeles, California 90071, U.S.A. 



電話：(市外局番 213) 617-6700 

国外からは(国番号 1)-213-617-6700 

ＦＡＸ：(市外局番 213)- 617-6727 

国外からは(国番号 1)-213-617-6727 

ホームページ：http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/home.htm 

 


